
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20190826 花咲　正志 広島県福山市津之郷町加
屋１９３－３

本店 広島県福山市南松永町２
丁目２－４６－Ｆ－１０２

輸送施設の使用停止
（１８０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業法
第９条第１項、第３項後
段、第１１条及び第１７
条第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３１
年４月９日に監査を実施。１４件の違反が認め
られた。（１）事業計画の変更認可違反（車庫）
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下施行
規則）第２条第１項第４号）（２）事業計画の変更
認可違反（休憩・睡眠施設）（貨物自動車運送
事業法施行規則第２条第１項第５号）（３）事業
計画事後変更届出違反（営業所の位置）（施行
規則第７条第１項第３号）（４）運送約款等の掲
示違反（貨物自動車運送事業法第１１条）（５）
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下安全規則）第７条第１項、第２
項及び第３項）（６）アルコール検知器備置義務
違反（安全規則第７条第４項）（７）点呼の記録
保存義務違反（安全規則第７条第５項）（８）乗
務等の記録保存義務違反（安全規則第８条第
１項）（９）運行記録計による記録保存義務違反
（安全規則第９条第１項）（１０）運行指示書保存
義務違反（安全規則第９条の３第４項）（１１）運
転者台帳作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）（１２）運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第１０条第１項）（１３）運転者に対
する指導監督の記録保存義務違反（安全規則
第１０条第１項）（１４）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第２３条第１項）

29 29

（別添様式）



20190828 川村産業有限会社
代表者川村守
法人番号１２４０００２０
３８５５９

広島県福山市緑陽町１丁
目６－３

本社営業所 広島県福山市緑陽町１丁
目６－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業法
第１７条第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３１
年２月１８日に監査を実施。９件の違反が認め
られた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第７条
第１項及び第２項）（２）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）（３）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条第１項）（４）運
転者台帳作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）（６）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）（７）運転者に対する指導監督の記録義務
違反（安全規則第１０条第１項）（８）特定の運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第２項）（９）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）
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